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公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
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本
法
律
案
は
、
教
員
に
優
れ
た
人
材
を
確
保
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の

一
層
の
推
進
、
組
織
的
な
学
校
運
営
及
び
指
導
の
促
進
並
び
に
教
員
の
処
遇
の
改
善
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
教
育
委
員
会
に
対
し
、
当
該
教
育
委
員
会
が
服
務
を
監
督
す
る
教
育
職
員
の
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
関

す
る
計
画
の
策
定
及
び
公
表
、
実
施
状
況
の
公
表
、
総
合
教
育
会
議
へ
の
報
告
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
同
計
画
の
策
定

及
び
実
施
に
関
し
て
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
が
市
町
村
教
育
委
員
会
に
指
導
助
言
等
を
行
う
こ
と
を
努
力
義
務
と
す
る
。

二
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
に
対
し
、
学
校
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
学
校
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
の
措
置
が
、

一
の
計
画
に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
学
校
運
営
協
議
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

学
校
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
、
業
務
量
管
理
・
健
康
確
保
措
置
の
実
施
に
関
す
る
内
容
を
含
め
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
児
童
の
教
育
等
を
つ
か
さ
ど
り
、
及
び
命
を
受
け
て
学
校
の
教
育
活
動
に
関
し
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的



二

な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
に
支
給
さ
れ
る
教
職
調
整
額
の
基
準
と
な
る
額
に
つ
い
て
、
幼
稚
園
の
教
育
職

員
を
除
き
、
給
料
月
額
の
百
分
の
四
に
相
当
す
る
額
か
ら
、
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
に
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
。

五
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
つ
い
て
、
校
長
及
び
教
員
が
分
掌
す
る
校
務
類
型
に
応
じ
て
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

額
は
校
務
類
型
に
係
る
業
務
の
困
難
性
等
を
考
慮
し
て
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
四
及
び
五
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

七
、
政
府
は
、
四
及
び
五
の
施
行
日
以
後
二
年
を
目
途
と
し
て
、
教
育
職
員
の
勤
務
条
件
の
更
な
る
改
善
の
た
め
の
措
置
に
つ

い
て
検
討
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
政
府
は
、
令
和
十
一
年
度
ま
で
に
一
箇
月
時
間
外
在
校
等
時
間
を
平
均
三
十
時

間
程
度
に
削
減
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
公
立
の
中
学
校
の
学
級
編
制
の
標
準
に

つ
い
て
、
令
和
八
年
度
か
ら
三
十
五
人
に
引
き
下
げ
る
よ
う
法
制
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
教
育
職
員
の
業

務
の
管
理
の
実
効
性
向
上
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
こ
と
等
を
附
則
に
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


